
�金沢市告示第205号

住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) 第８条及び住民基本台帳法施行令 (昭和42年政令292号) 第８条の規定に

より､ 次の者の住民票を職権で消除したので､ 当該住民票の記録に基づき交付した住民票の写し及び国民健康保険被

保険者証は無効であることを告示します｡

平成17年６月14日

金沢市長 山 出 保
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◎ 目 次 ページ

●告 示

○住民票の写し等の無効について

(市 民 課) 1

告 示

住 所 氏 名 生年月日 無効である証明書等

金沢市西都２丁目48番地 大信田 裕 樹 昭和49年12月18日 平成17年３月31日に交付した住民票の

写し１通

平成17年４月７日に交付した住民票の

写し１通

平成17年４月25日に交付した住民票の

写し１通

平成17年３月31日に交付した記号番号

386－6394の国民健康保険被保険者証

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

号外第１８号
平成17年 (2005年) ６月14日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)
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平成17年(2005年)６月14日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

印刷者 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 前 川 稔
定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄


